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はじめに

不在者投票は、選挙の期日前に投票させる例外的な投票方法であること

から、選挙の公正を確保するため、公職選挙法第４９条及び同法施行令第

５０条から第６５条にわたり詳細に規定されております。

不在者投票に関する事務については、個々の手続きが複雑であり、特に

不在者投票指定施設での不在者投票については、指定施設で誤った事務を

行うと、選挙人の貴重な選挙権を害する恐れがあることから、適正な事務

が求められます。

この資料は、江別市内の不在者投票指定施設において、入院・入所者が

不在者投票を行う際の事務の流れを実務的に解説したものであり、適正な

事務処理の一助となることを目的に作成いたしました。

作成にあたりましては、一般的な事例を想定して作成したところであり、

特殊な事例については、個別具体的な対応が必要なことも想定されます。

不在者投票につきましては、法令に基づき適正に事務処理することは当

然ですが、疑問がある場合は、選挙管理委員会にお問い合わせ願います。
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１．入院・入所者からの投票用紙等交付依頼（入院・入所者への意向確認）

事務の内容 様式記載例等

□ 不在者投票指定施設が、不在者投票を希望する入院・入所者から投票用紙

等の交付依頼を受けてください。

□ 不在者投票を希望する入院・入所者に投票用紙等交付依頼書を提出しても

らいます。

注意点

・選挙当日までに退院・退所し自宅に戻る方は、指定施設で不在者投票を行う

ことができません。

・入院・入所者から提出された投票用紙等交付依頼書は、江別市選挙管理委員

会に提出不要です。指定施設で保存願います。

・投票用紙等交付依頼書に記載する「選挙人名簿に記載されている住所」につ

いては、基本的に住民票上の住所となります。

ただし、令和 7 年 10 月 27 日以降に転入（市町村を異にする住民票の異動。

例えば、札幌市から江別市への異動）した場合は、前住所地となります。

令和８年２月８日

●●法人××会▲▲病院

● ●

江別 太郎

同上

●● ●● ●●

●●法人××会▲▲病院

院長 △△ △△

令和 7 年 10月 27 日

以降に転入した場合

は、前住所地江別市高砂町６

○印

えべつ たろう
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２．事務担当者と不在者投票日程の報告

事務の内容 様式記載例等

□ 事務の担当者と不在者投票日程（投票用紙請求日、投票用紙受取日、物品

（記載台・投票箱）受取日、投票日、物品返却日、送致予定日）を選挙管

理委員会へ報告してください。

注意点

・江別市選挙管理委員会からは、事務担当者の方に連絡・問い合わせさせてい

ただきます。

・事務能率、誤り防止等の観点から、一定の日にまとめて不在者投票を行うこ

とはできますが、不在者投票管理者が決めた日以外に選挙人から不在者投票

の申し出があった場合には、不在者投票のできる期間（令和 8 年 2 月 1 日か

ら令和 8 年 2 月 7日までの間）及び時間（午前 8時 30 分から午後 5 時）であ

る限り、投票を行わせなければなりません。

・投票箱や記載台を借用する場合は、台数をご報告ください。これらの投票箱

や記載台は、台数に限りがありますので、使用後は速やかにご返却ください。

また、日によっては台数が不足し、貸出できない場合があります。その場合

は、日程調整のご相談をいたしますので、ご了承ください。

・「投票用紙請求日」は、少なくとも「投票用紙受取日」の前日以前の日として

ください。

●●法人××会▲▲病院

●● ●●

大麻 花子 総務課
●●●-●●●●

●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●● ●● ●●

1
1 1 0 0

１ ２６ 月

●●●●●●●●@●●●●
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３．不在者投票事務に携わる者の選任

事務の内容 様式記載例等

□ 投票管理者（１名）

□ 投票立会人（１名以上）

□ 代理投票の補助者（２名以上）

□ 投票事務従事者（数名）

注意点

・不在者投票管理者となる方は、病院においては「院長」、老人ホーム等におい

ては「老人ホーム等の長」です。

・不在者投票をするときは立会人の立会いが必要です。あらかじめ 1 名以上の

立会人を選任しておいてください。

・立会人は選挙権を有する者であれば構いませんが、不在者投票管理者、事務

従事者及び代理投票の補助者を兼ねることはできません。

・代理投票をする場合には代理投票の補助者２名が必要です。この代理投票の

補助者は、投票管理者や立会人が兼務することはできません。なお、代理投

票があったときには、「別記第 6号様式」の「代理投票報告書」の提出が必要

です。

・外部立会人を選任する場合の手続きは、指定施設における不在者投票の手引

きをご覧ください。

・事務従事者には、あらかじめ役割分担し、担当事務への理解を深めるように

してください。

●● ●●

高砂 次郎

●●法人××会▲▲病院

院長 △△ △△ 印

10 会議室

●● ●● ● ●● ●● ●● ●●

江別市大麻中町２６番地の４

●●法人××会▲▲病院

▲▲病院１階会議室

○
令和 8 年 2 月 8日
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４．投票用紙等の請求・受領

事務の内容 様式記載例等

□ 先述１で提出された投票用紙等交付依頼書をもとに、市区町村別に請求書

を作成してください。

□ 作成した請求書を各市区町村の選挙管理委員会に持参・郵送します。

□ 各市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けます（江別市選

挙管理委員会から交付を受ける際には、江別市民会館小ホールにお越しく

ださい）。

注意点

・不在者投票の投票用紙等の請求書の提出から投票用紙等の交付までには、請

求書・投票用紙等の郵送や各市区町村の選挙管理委員会での選挙権等の確認

などに時間を要します。こうしたことから、不在者投票指定施設での投票日

までに投票用紙等を受領できるよう、余裕をもって請求してください。

・請求書は、公示日以前からお預かりできます（投票用紙等は公示日以降に交

付されます）。

・江別市選挙管理委員会へは、江別市の選挙人名簿に登録されている方の分の

み請求してください。他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方の分は、

それぞれの選挙管理委員会に請求してください。

・必ず入院・入所者から提出された投票用紙等交付依頼書をもとに投票用紙等

の請求を行ってください。

・選挙当日までに退院・退所し自宅に戻る方の投票用紙等は請求しないでくだ

さい（不在者投票指定施設では投票できません）。

・生年月日は和暦で記載してください。また、生年月日に誤りがあると選挙人

の特定が困難となるため、正確に記載してください。

・投票用紙等は特に慎重に取扱い、不正使用、紛失等の事故が生じないよう十

分注意してください。また、誰のために交付された投票用紙等であるかを明

確にして保管してください。

・投票用紙の請求後、退院・退所された方や病状悪化等のため投票できなかっ

た方の投票用紙については、返却していただきます。絶対に、他の選挙人に

流用しないでください。

●● ●● ●●江別市高砂町６ 江別 太郎

●●法人××会▲▲病院 ●●法人××会▲▲病院

●● ●●

江別市大麻中町２６番地の４

●●法人××会▲▲病院 院長 △△ △△

２
枚
目
以
降
省
略
可

（
空
け
た
余
白
で
適
宜
、
表
の
行
を
追
加
）

印○

○

和暦で記載

令和 8 年 2月 8 日
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事務の内容 様式記載例等

・請求数が多いとき（江別市選挙管理委員会から提供する様式集では６人を超

えるとき）は、１枚目の請求書に記載できるまでの選挙人について別記第２

号様式に記載した上で、記載できなかった方（江別市選挙管理委員会から提

供する様式集では７人目以降の方）の分は、２枚目以降の請求書に記載して

ください。

１枚目の請求書に記載しきれなかった選挙人分を記載

してください。

以降同様に、必要に応じて３枚目、４枚目の請求書を

作成してください。
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５．投票記載場所の配置

事務の内容 様式記載例等

□ 右図(投票記載場所設備)を参考に、投票記載場所を配置してください。

▼投票記載場所設備

注意点

・投票記載場所は、他人が選挙人の投票記載を見ることができないように投票

の秘密を保持し、また、投票用紙の交換その他の不正が行われることを防止

するために、相当の設備を準備してください

・投票記載場所には、候補者の氏名等を記載したポスター等の文書を提示する

ことはできませんので、掲示してあるときは撤去してください。

・投票記載場所には、候補者の氏名等を掲示する必要はありません。

・投票記載場所を設けた室の入口には、投票記載場所が設けられている旨を表

示しておくことが適当です。

不
在
者
投
票
管
理
者

立
会
人

投票記載台

事
務
従
事
者

受
付

入
口

出
口

▼投票記載台

囲い
囲い

などの表示

投票記載場所

事務従事者
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６．不在者投票の方法

事務の内容 様式記載例等

□ 投票記載場所の受付にて、選挙人本人であることを確

認の上、その選挙人のために交付された投票用紙等を

交付します（江別市選挙管理委員会から交付された投

票用紙等の外封筒の表面右下部には選挙人を記したバ

ーコードシールが貼付されています）。

□ 交付を受けた選挙人は、

① 投票用紙に候補者の氏名又は政党等の名称を記載し

ます。

② ①を内封筒に入れて封をします。

③ ②を外封筒に入れて封をします。

④ ③の外封筒の表面に署名（自署）し提出します。

□ 提出された外封筒の裏面に投票年月日・投票場所・投

票管理者氏名を記載します。

□ 立会人は、外封筒の裏面に署名（自書）します。

注意点

・重病人等歩行が著しく困難である選挙人の投票について

は、不在者投票管理者の管理下で立会人の立会いがある

場合に限り、ベッドの上で行うことができます。なお、

ベッドのある室内に候補者の氏名等を記載したポスター

等の文書を掲示することはできません。

・点字投票については、投票用紙等の封入順が異なります。

詳しくは指定施設における不在者投票の手引きをご覧く

ださい。

表 外封筒 裏

江
別

太
郎

江
別
市
大
麻
中
町

番
地
の
４

●
●
法
人
×
×
会
▲
▲
病
院

２６

院
長

△
△

△
△

●●

●●

●●

高
砂

次
郎

仮投票の場合のみ記載

（通常は記載不要）

立
会
人
が
自
署
す
る
。

ゴム印可

投
票
者
本
人
に
自
署
さ
せ
る
。

（
代
理
投
票
の
場
合
の
み
代
筆
可
）

-7-



７．代理投票の方法

事務の内容 様式記載例等

□ 代理投票は、心身の故障その他の事由により、自ら候補者の氏名等を記載す

ることができない選挙人が、その旨を申請した場合のみすることができます。

□ 選挙人への投票用紙等の交付は、先述６．不在者投票の方法のとおり。

□ 交付を受けた選挙人は、補助者２人の立会いの下に、一方の補助者に投票用

紙に記載する候補者の氏名等を指示し、記載してもらい、これを、内封筒に

入れ封をし、更に外封筒に入れ封をします。

□ 候補者の氏名等を記載した補助者が、外封筒の表面に当該選挙人の氏名を記

載します。

□ 外封筒裏面の記載等は、先述６．不在者投票の方法のとおり。

□ 代理投票をさせた場合は、代理投票報告書（別記第６号様式）に補助者２人

の氏名及び代理投票事由等を記載し、送致の際、併せて提出します。

注意点

・代理投票をするためには、必ず２名の補助者が必要です（一方が選挙人の意思

を確認の上、投票用紙に候補者の氏名等を記載し、他方が選挙人の意思どおり

に記載されているかを確認します）。

・投票を補助すべき者が選挙人本人の意思を確認できないときは、投票すること

ができません。

・選挙人の家族や付添人等は、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者と

なることはできません。選挙人本人の意思確認にも関与することができません。

●●法人××会▲▲病院

江別 太郎 野幌 一郎

大麻 花子

院長 △△ △△

印 印

印○

○ ○○

令和 8 年 2 月 8 日

１名の選挙人につき、

２名の補助者が必要です。
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８．不在者投票の送致

事務の内容 様式記載例等

□ 各選挙人から提出された投票用紙等について次の事項を確認し

てください。

① 外封筒表面の投票者欄に選挙人の氏名が記載（自署）されてい

ますか。

② 外封筒裏面に投票年月日・投票場所・投票管理者氏名が記載さ

れていますか。

③ 立会人の氏名が署名（自書）されていますか。

□ 不在者投票送致書（甲･乙）を作成してください。

□ 送致・返還する選挙人からの投票用紙等は、選挙人ごとに選挙別

順（小選挙区・比例代表・国民審査）にクリップ止めした上で、

送致書（乙）の名簿順に結束して提出してください。

注意点

・江別市選挙管理委員会に送致された際、外封筒の記載事項に漏れが

あった場合は、受理できません。

・不在者投票を行った者については、不在者投票送致書（甲）の②今

回の投票者数（投票済みの者）に計上し、不在者投票送致書（乙）

に住所・選挙人名簿に記載されている住所・氏名・性別・生年月日

を記載してください。

・不在者投票せず投票用紙等を返還する者については、「今回投票用

紙を返還する者（③の該当者）」の欄に氏名・理由を記載し、選挙

別欄には返還する選挙に 1を、投票済みの選挙には 0を入れ、その

合計を③今回の返還数に計上してください。

・後日、不在者投票を行う予定等で、まだ投票が済んでいない者につ

いては、「投票が済んでいない者（⑥の該当者）」の欄に氏名・理由

を記載し、選挙別欄には投票未済の選挙に 1 を、投票済みの選挙に

0 を入れ、その合計を⑥差引残数①－⑤（投票が済んでいない者）

に計上してください。

●●法人××会▲▲病院

院長 △△ △△

●● ●●

印

0 0 0 0 0 0

20 0 20 0 0 0

20 0 20 0 20 0

17 0 17 0 16 0

2 0 2 0 3 0

0 0 0 0 0 0

19 0 19 0 19 0

1 0 1 0 1 0

豊幌 三郎 1 1 1 退院

北海 道子 1 1 1 体調不良

選挙 太郎 1 1 1
●月●日

実施予定

国民 太郎 0 0 1 国審棄権

○

令和 8 年 2 月 8 日
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事務の内容 様式記載例等

□ 手続の終わった外封筒を、不在者投票送致書（甲･乙）とともに他の

適当な封筒に入れて（代理投票があった場合は代理投票報告書も入れ

る）封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、更に、裏面に記

名押印し、直ちに、これを選挙人が登録されている選挙人名簿の属す

る市区町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって

送付してください。

なお、江別市選挙管理委員会への送致は、江別市民会館小ホールまで

ご持参願います。

注意点

・投票所を閉じる時刻までに送致されない場合、その不在者投票は投票さ

れたことにはなりませんので、時間的余裕を持って送付してください。

・後日、不在者投票特別経費を請求する際に、不在者投票を請求した方の

内訳（選挙人氏名、選挙人名簿に記載されている住所、投票済みか棄権

か）を作成していただきますので、不在者投票送致書の写しを保存して

おいてください。

・外封筒（選挙区・比例代表・国民審査）は、不在者投票送致書に記載

されている氏名順で選挙人ごとに輪ゴムやクリップ等でまとめてくだ

さい。バラバラの状態で提出されますと確認に時間を要し、お待ちい

ただく時間が長くなりますので、ご協力をお願いいたします。

1 1

江別市高砂町 6 江別市高砂町 6 江別 太郎
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

江別市××× 江別市××× ×× ××
●●.●●.●●

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○○
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９．不在者投票特別経費の請求

事務の内容 様式記載例等

□ 別記７号様式の請求書と、別記９号様式の不在者投票内訳、さらに、請

求者と振込先が異なる場合（同一人物でも、病院長と理事長のように肩

書が異なる場合も該当する）は、別記８号様式の委任状を提出して不在

者投票の事務に要する経費（以下「事務経費」という。）を請求してくだ

さい。

注意点

・事務経費及び外部立会人経費は、その選挙を管理する国又は地方公共団体

が負担することとなっています。国政選挙の事務経費の請求は、施設の所

在する市町村を通じて北海道知事に対して行いますので、江別市にご提出

ください。

・国政選挙の事務経費は、不在者投票を請求した選挙人１人につき 1,236 円

です。

・選挙期日、選挙名の誤記に注意してください。様式は江別市のホームペー

ジ（https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/senkyo/3430.html）から

ダウンロードできます。

・請求の日付は、誤りを防ぐ意味合いからも、空欄での提出を推奨します。

・請求先は北海道知事になっているか、ご確認ください。

・印鑑は「病院の印」、｢施設の印｣は使用せず、｢病院長の印｣「施設長の印」

「理事長の印」等を使用し、もし｢病院長の印｣等がない場合は病院長等の

「個人印」を使用してください。

・金額の間違いがないよう再度確認してください。また、金額の頭には￥マ

ークを忘れずに入れてください。

・振込先の口座名にふりがなを振っているかご確認ください。ふりがなは、

入金手続きを進めるために必要な情報です。

院長 △△ △△

●●● ●●●●

北海道江別市大麻中町２６番地の４
●●法人××会▲▲病院

●●● ●●● ●●●●

●●● ●●●●

●●● ●●● ●●●●

理事長 △△ △△

北海道江別市大麻中町２６番地の４●●法人××会▲▲病院

印

印

印

印

●●● ●●● ●●●●

総務 総務 大麻 花子

20 ￥24,720

●● ●●●●

●●法人××会▲▲病院 理事長 △△ △△
まるまるほうじんばつばつかいさんかくさんかくびょういんりじちょうさんかくさんかく

● ● ● ● ● ● ●

￥24,720

○

○ ○

○

1,236

請求日付は空欄

令和 8 年 2 月 8 日
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・請求書の請求者と受任者が、それぞれ委任状の管理者と受任者と同一人で

あることを確認してください。

・委任状の日付は請求日と同日にするため、請求書と同様に空欄での提出を

推奨します。

・外部立会人経費の請求については、指定施設における不在者投票の手引き

をご覧ください。
北海道江別市大麻中町２６番地の４

●●法人××会▲▲病院

院長 △△ △△

いんちょう さんかくさんかく

北海道江別市大麻中町２６番地の４

●●法人××会▲▲病院

理事長 △△ △△

りじちょう さんかくさんかく

印

印

印

印

○

○

○

○

3 10 17

委任状の日付は空欄

令和 8 年 2 月 8 日
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・別記第９号様式の不在者投票内訳を必ず添付してください。不在者投票特

別経費の請求に関しては、他市町村分も含めて所在市町村に請求をしてく

ださい。

・選挙人数については投票用紙請求後に棄権された方の人数を含めます。そ

の場合、備考欄に｢棄権｣と記載してください。

江別市高砂町 6 江別 太郎

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市××× ×× ××

江別市高砂町 6 豊幌 三郎 棄権

江別市大麻中町 26 番地の 4 北海 道子 棄権

江別市萩ケ岡 1-4 選挙 太郎
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